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第
一
章 

吉
田
郷
と
村 

第
一
節 

吉
田
郷
の
成
立 

一
、
吉
田
と
島
津
氏 

 

近
世
の
吉
田
は
、
吉
田
郷
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
中
世
後
期
に

準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
郷
の
範

囲
、
村
や
集
落
、
農
業
等
の
産
業
、
生
活
、
寺
社
等
々
は
そ
れ
を

よ
く
示
し
て
い
る
し
、
こ
れ
は
ひ
と
り
吉
田
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
が
、
政
治
組
織
を
主
と
し
て
新
し
く
で
き
あ
が
っ
た
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
が
中
世
の
吉
田
と
区
別
す
る
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
島
津
藩
の
成
立
で
あ
る
。 

 

中
世
吉
田
の
領
主
で
あ
っ
た
戦
国
大
名
島
津
氏
は
、
秀
吉
の
も

と
、
統
一
政
権
下
の
大
名
と
な
り
、
更
に
徳
川
幕
府
の
も
と
で
近

世
大
名
と
な
っ
た
。
近
世
大
名
と
な
っ
た
島
津
氏
は
、
吉
田
郷
を

含
む
薩
摩
国
だ
け
で
な
く
、
大
隅
国
一
国
と
日
向
国
の
一
郡
と
を

所
領
と
し
、
島
津
藩
と
し
た
。
島
津
藩
は
、
三
カ
国
に
わ
た
っ
た

が
、
一
般
に
各
藩
は
一
つ
の
国
を
領
国
と
す
る
の
も
少
な
く
大
部

分
は
何
郡
か
の
範
囲
に
あ
っ
た
の
で
、
藩
名
も
郡
市
名
を
付
け
た

も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
鹿
児
島
藩
略
し
て
麑
藩
と
も
言
い
後
に

薩
摩
藩
省
略
し
て
薩
藩
と
言
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

 

島
津
藩
は
、
三
カ
国
に
わ
た
る
こ
と
、
国
高
が
高
い
こ
と
、
大

名
が
鎌
倉
時
代
以
来
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
、
琉
球
国
を
付
属
さ
せ

て
い
る
こ
と
、
士
族
の
比
率
が
高
い
こ
と
、
尚
武
（
武
術
を
尊
ぶ

こ
と
等
）
で
他
藩
を
凌し

の

い
で
お
り
、
西
南
の
雄
藩
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
島
津
藩
は
、
鶴
丸
城
と
そ
の
城
下
町
と
、
百
余

(

時
期
に
よ
り
数
に
変
動
が
あ
る
）
の
郷
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

 

二
、
吉
田
郷
の
村 

 

島
津
藩
の
郷
の
ひ
と
つ
で
あ
る
吉
田
郷
は
、
薩
摩
国
鹿
児
島
郡

に
属
し
、
近
世
成
立
期
に
は
「
本
城
村
、
本
名
村
、
佐
多
之
浦
村
、

宮
之
浦
村
」
の
四
カ
村
で
あ
り
（
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
「
薩

摩
国
郡
村
高
辻
之
帳
」
）
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
大
御
支

配
（
総
検
地
）
で
分
村
が
行
わ
れ
、
「
宮
之
浦
村
、
東
佐
多
浦
村
、

本
名
村
、
西
佐
多
浦
村
、
本
城
村
」
の
五
カ
村
と
な
っ
た
（
寛
政

十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
「
諸
郷
村
附
並
浦
附
」
）
。
な
お
、
こ
の
間

に
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
佐
多
之
浦
村
の
触
田
を
重
富
郷

へ
編
入
し
て
い
る
（
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
）
。 

 

吉
田
郷
の
周
囲
は
、
十
里
三
町
二
十
間
（
約
四
〇
㌔
㍍
）
（
寛

政
六
年
（
一
七
九
四
）「
吉
田
神
社
仏
閣
旧
跡
改
帳
並
万
覚
帳
」
）
、

ま
た
十
二
里
三
町
二
十
二
間
（
約
四
八
㌔
㍍
）
（
「
薩
隅
日
琉
諸
郷

便
覧
」
）
で
あ
っ
た
と
も
言
う
。 
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第
二
節 

村

と

門 
 

一
、
門 

割 

 

島
津
藩
の
村
は
、
原
則
と
し
て
門
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
門
の

戸
数
等
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
門
に
耕
地
の
割
当
て
を
し
、
耕
地

を
交
付
し
た
。
一
村
の
門
数
は
い
ろ
い
ろ
で
、
一
定
し
て
い
な
い
。

概
し
て
、
薩
摩
は
門
の
数
は
多
く
な
か
っ
た
。
門
は
方
限
と
か
組

と
か
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
門
は
い
く
つ
か

の
家
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
家
部
は
、
一
家
族
か
ら
数
家
族

か
ら
成
っ
て
い
た
。 

 

村
の
責
任
者
は
庄
屋
で
、
こ
れ
は
郷
士
が
任
命
さ
れ
る
決
ま
り

で
あ
っ
た
。
方
限
の
責
任
者
は
名
主
、
門
の
責
任
者
は
名
頭

み
ょ
う
ず

、
家

部
の
責
任
者
は
名
子

な

ご

で
、
い
ず
れ
も
農
民
身
分
の
者
が
そ
の
任
に

当
た
っ
た
。 

 

門
に
割
り
当
て
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
門
高
は
二
十
～
四
十
石
で
、

名
子
は
だ
い
た
い
平
均
に
分
け
る
が
名
頭
は
多
く
取
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
耕
地
の
ほ
か
、
薪
材
お
よ
び
建
築
材
料
と
し
て
山
林
原

野
も
各
門
に
若
干
ず
つ
配
分
さ
れ
た
。
各
門
に
配
分
さ
れ
た
耕
地

は
一
定
の
年
限
を
も
っ
て
割
換
が
行
わ
れ
た
が
、
割
換
は
原
則
と

し
て
検
地
の
際
に
行
わ
れ
た
。
検
地
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

の
太
閤
検
地
を
は
じ
め
と
し
て
二
十
一
年
目
の
慶
長
十
九
年
（
一

六
一
四)

、
さ
ら
に
二
十
年
目
の
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
、
二
十

七
年
目
の
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
、
六
十
四
年
目
の
享
保
七
年

(

一
七
二
二
）
の
五
回
に
わ
た
り
総
支
配
換
が
行
わ
れ
た
が
、
以

後
明
治
三
年
ま
で
約
百
四
十
年
間
は
総
支
配
換
は
行
わ
れ
ず
、
小

規
模
の
割
換
が
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

百
姓
の
門
に
は
蔵
入
門
と
給
地
門
が
あ
る
。
蔵
入
門
は
直
接
藩

庁
の
御
蔵
に
そ
の
貢
租
を
納
入
す
る
門
で
あ
る
。
給
地
門
は
城
下

士
ま
た
は
郷
士
に
配
当
さ
れ
た
門
で
武
士
の
知
行
地
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
給
地
門
は
そ
の
門
に
属
す
る
土
地
を
給
せ
ら
れ
た
城
下

士
や
郷
士
の
支
配
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
に
課
せ
ら

れ
た
諸
負
担
は
す
べ
て
そ
の
知
行
主
た
る
城
下
士
や
郷
士
に
対
し

て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
そ
の
知
行
主
は
公
に

は
領
主
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
城
下
士
や
郷
士
は
知
行
地
と

し
て
給
地
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
門
を
支
配
し
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
武
士
に
よ
っ
て
直
接
支
配
さ
れ
て
い
た
門
百
姓
が
ど
の
よ
う

な
負
担
を
受
け
て
い
た
か
は
「
万
治
二
年
知
行
物
定
帳
」
に
よ
れ

ば
、
①
高
一
石
に
対
し
正
租
・
役
米
計
三
斗
八
升
が
正
式
の
年
貢

で
あ
る
（
こ
の
高
一
石
は
他
藩
と
違
っ
て
籾
で
あ
り
、
租
米
は
玄

米
で
あ
る
の
で
、
高
一
石
す
な
わ
ち
籾
九
斗
六
升
に
対
し
て
納
米

三
斗
九
升
八
合
に
な
る
の
で
約
八
〇
％
の
租
米
と
な
る
）
。
②
高

三
十
石
の
門
は
正
月
・
節
句
・
盆
お
よ
び
風
構
（
台
風
の
防
備
）

と
し
て
種
々
の
品
物
を
そ
の
支
配
す
る
郷
士
に
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
③
用
夫
一
人
当
た
り
一
年
十
二
日
の
賦
役
と
な
っ
て
い
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る
。
こ
れ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
島
津
藩
の
百
姓
は
八
公
二
民
に
近

い
物
納
地
代
を
負
担
し
て
い
た
う
え
に
、
毎
月
十
五
日
は
庄
屋
の

土
地
を
耕
作
し
た
り
、
ま
た
は
公
用
労
役
に
つ
い
て
い
た
り
、

「
月
に
三
十
五
日
」
の
公
役
に
従
事
し
た
。 

 

二
、
吉
田
郷
の
門 

 

吉
田
郷
の
門
に
つ
い
て
は
、
古
い
資
料
が
少
な
く
て
、
門
が
幾

つ
あ
っ
た
の
か
、
詳
細
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
碑
文
や
古

文
書
か
ら
調
査
し
て
、
現
在
分
か
っ
て
い
る
門
名
は
次
の
様
な
も

の
で
あ
る
。 

東
佐
多
浦 

 

平
田
門 

田
ノ
上
門 

小
山
門 

東
屋
敷 

西
佐
多
浦 

 

脇
田
門 

寺
田
門 

船
ケ
平
門 

慶
田
門 

沢
田
門 

内
田
門

 

柊
宇
都
門 

溝
ノ
口
門 

川
路
山
門 

上
園
門 
柿
木
田
門 

 

増
田
門 

居
福
門 

吉
留
門 

佃
門 

内
村
門 

堤
水
流
門 

 

永
野
門 

留
水
門 

出
水
門 

山
口
門 

清
水
門 

茶
屋
門 

 

大
宮
司
門 

盛
満
門 

川
原
門 

宮
田
門 

溜
門 

原
門 

潮

 

留
門 

船
脇
門 

本 

城 

 

下
坊
門 

野
下
門 

水
口
門 

平
城
門 

迫
門 

本 

名 

 

仮
屋
園
門 

飯
山
門 

上
田
平
門 

武
田
門 

川
内
門 

内
門

 

和
田
門 

石
下
谷
門 

大
宮
司
門 

大
角
門 

下
田
平
門 

大

 

脇
門 

今
村
門 

永
田
門 

今
富
門 

新
留
門 

西
園
門 

末

 

広
門 

永
石
門 

小
向
得
門 

東
門 

西
門 

坂
口
門 

折
口

 

門 

福
元
門 

栗
下
門 

中
野
門 

口
町
門 

西
森
門 

清
水

 

屋
敷 

宮 

之 

浦 

 

外
園
門 

吉
野
牧
門 

内
野
之
門 

吉
水
東
門 

木
場
門 

谷

 

口
門 

谷
門 

川
崎
門 

神
之
園
門 

南
屋
敷 

第
二
章 

藩
政
期
の
人
口

第
一
節 

全
国
、
九
州
、
島
津
藩 

一
、
全
国
と
九
州
で
の
推
移 

 

「
宗
門
改
」
が
実
施
さ
れ
た
の
で
、
中
世
ま
で
と
は
、
全
く
異

な
り
全
国
の
人
口
数
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。 

 
近
世
に
お
け
る
全
国
の
総
人
口
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

千
二
百
二
十
七
万
三
千
人
余
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
三
千
百

二
十
七
万
八
千
人
余
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
三
千
二
百
四
十

二
万
四
千
人
余
と
、
二
百
四
十
年
間
で
二
倍
半
も
の
増
加
で
あ
っ
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た
。
飢
饉
の
多
発
で
、
人
口
が
停
滞
し
た
か
の
如
く
理
解
さ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
九
州
と
い

う
地
域
に
つ
い
て
み
る
と
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
百
二
十
六

万
六
千
人
余
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
三
百
六
十
九
万
人
余
、

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
四
百
六
十
一
万
二
千
人
余
と
な
っ
て
い

る
（
社
会
工
学
研
究
所
『
日
本
列
島
に
お
け
る
人
口
分
布
の
長
期

時
系
列
分
析
』)

。
三
・
五
倍
以
上
の
増
加
で
、
地
域
別
で
は
目
立
っ

た
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域
が
当
時
最
も
平
穏
な
地
域
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

二
、
島
津
藩
領
の
人
口
と
そ
の
推
移 

 

島
津
藩
で
は
、
「
宗
門
手
札
改
」
に
よ
り
全
領
地
の
人
口
が
調

べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
但
し
、
藩
主
で
あ
る
大
名
と
、
そ
の

一
族
及
び
家
老
等
の
最
高
身
分
の
者
と
、
一
部
の
最
下
級
の
身
分

の
者
は
別
の
扱
い
で
あ
っ
た
。 

 

宗
門
手
札
改
に
よ
り
、
人
口
数
を
み
る
と
、
貞
享
元
年
（
一
六

八
四
）
薩
摩
大
隅
日
向
三
十
五
万
五
千
三
百
八
十
七
人
・
琉
球
十

二
万
九
千
九
百
九
十
五
人
の
合
計
五
十
五
万
七
千
八
十
三
人

(｢

三
州
御
治
世
要
覧｣)

、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
薩
摩
大
隅
日

向
四
十
六
万
一
千
九
百
六
十
一
人
・
道
之
島
四
万
九
千
四
百
七
十

二
人
・
琉
球
十
五
万
五
千
百
八
人
の
合
計
六
十
六
万
六
千
五
百
四

十
一
人(

｢

例
規
雑
集｣

)

、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
薩
摩
大

隅
日
向
六
十
二
万
三
千
三
百
六
十
一
人
・
道
之
島
七
万
四
千
五
百

九
十
三
人
・
琉
球
十
五
万
五
千
六
百
三
十
七
人
の
合
計
八
十
五
万

三
千
五
百
九
十
一
人
（｢

薩
隅
日
琉
球
諸
島
人
口
留｣

）
、
文
政
九

年
（
一
八
二
六
）
薩
摩
大
隅
日
向
六
十
四
万
六
千
九
百
二
十
五
人
・

道
之
島
七
万
七
千
六
百
六
十
七
人
・
琉
球
十
四
万
五
百
四
十
九
人

の
合
計
八
十
六
万
五
千
百
四
十
一
人(

｢

政
要
録｣

)

と
、
百
四
十

年
程
の
間
に
、
一
・
五
倍
以
上
に
増
え
、
八
十
六
万
人
台
と
な
っ

て
い
る
。 

 

三
、
島
津
藩
に
お
け
る
身
分
別
の
人
口
と
そ
の
推
移

 

当
時
身
分
制
度
が
確
立
し
て
お
り
、
島
津
藩
で
は
、
諸
士
（
城

下
の
武
士
身
分
）
、
郷
士
（
郷
の
武
士
身
分
）
、
私
領
士
（
一
所
持

及
び
一
所
持
格
身
分
の
武
士
が
所
持
す
る
郷
の
武
士
身
分
）
等
が

武
士
身
分
で
、
在
郷
（
郷
の
農
民
身
分
）
が
農
民
身
分
で
あ
っ
た
。

 

薩
摩
国
の
場
合
、
在
郷
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
男
十
万

八
千
九
百
九
十
九
人
、
女
九
万
五
千
二
百
五
十
七
人
の
合
計
二
十

万
四
千
二
百
五
十
六
人
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
男
九
万
九
千

三
百
六
十
人
、
女
九
万
一
千
六
百
七
十
八
人
の
合
計
十
九
万
一
千

三
十
八
人
で
あ
り
、
郷
士
（
私
領
士
を
含
む
）
は
、
明
和
九
年

（
一
七
七
二
）
男
三
万
八
千
五
百
二
人
、
女
三
万
二
千
二
百
五
十

六
人
の
合
計
七
万
七
百
五
十
八
人
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
男

四
万
二
千
五
百
二
十
一
人
、
女
三
万
八
千
五
百
七
十
四
人
の
合
計
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八
万
一
千
九
十
五
人
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
他
出
家
・
浦
浜
・
野
町
・
郷
士
家
中
下
人
・
足
軽
・
諸
座

付
・
中
宿
・
門
前
等
を
含
め
た
薩
摩
国
総
人
口
は
明
和
九
年
（
一

七
七
二
）
三
十
三
万
五
千
八
百
六
十
一
人
、
文
政
九
年
（
一
八
二

六
）
三
十
二
万
九
千
五
百
十
四
人
で
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）

農
は
六
〇
％
、
士
は
二
一
％
で
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
農
は
五

七
％
、
士
は
二
五
％
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
、
総
人
口
が
二
％
程
減
少
す
る
中
で
、
在
郷
は
ほ
ぼ
同

じ
割
で
減
少
し
た
の
に
、
郷
士
は
一
五
％
近
く
増
加
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。 

一
、
吉
田
郷
の
人
口 

 

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
、
東
佐
多
浦
村
百
四
十
九
人
、

西
佐
多
浦
村
四
百
二
十
人
、
本
城
村
百
六
十
八
人
、
本
名
村
六
百

三
十
三
人
、
宮
之
浦
村
三
百
四
十
九
人
、
そ
の
他
各
村
と
は
別
に
、

寺
家
門
前
者
二
十
七
人
、
野
町
百
一
人
、
社
家
三
十
三
人
、
郷
士

九
百
六
人
合
計
二
千
七
百
八
十
六
人
（
「
吉
田
神
社
仏
閣
旧
跡
改

帳
並
方
覚
帳
」
）
で
あ
っ
た
。 

 

士
農
工
商
と
い
う
身
分
別
に
す
る
と
、
士
九
百
六
人
、
農
千
七

百
十
九
人
、
工
無
し
、
商
百
一
人
、
そ
の
他
六
十
人
と
な
り
、
士

は
三
三
％
程
に
な
り
、
農
は
六
二
％
程
と
な
り
、
吉
田
郷
の
士
の

割
合
は
薩
摩
国
の
平
均
よ
り
一
割
以
上
多
か
っ
た
。 

 

二
、
吉
田
郷
の
家
部 

 

寛
永
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
、
東
佐
多
浦
村
竈

か
ま
ど

二
十
九
、
西

佐
多
浦
村
竈
三
十
九
、
本
城
村
竈
二
十
四
、
本
名
村
竈
六
十
四
、

宮
之
浦
村
竈
二
十
九
、
野
町
竈
十
七
、
社
家
竈
六
、
郷
士
家
百
八

十
五
、
寺
家
門
前
者
家
三
、
合
計
竈
三
百
六
十
七
（
合
計
は
あ
わ

な
い
）
（｢

吉
田
神
社
仏
閣
旧
跡
改
帳
並
万
覚
帳｣

）
で
あ
っ
た
。

 

村
の
竈
は
、
門
屋
敷
と
書
く
と
き
も
あ
り
、
後
述
す
る
家
部
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
似
て
い
る
も
の
と
し
て
あ
げ
る
な

ら
、
所
帯
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
幕
末
の
郷
士
の
家
部
は
百
四
十

七
（｢

薩
隅
日
琉
諸
郷
便
覧｣

）
で
あ
っ
た
。 

一
、
土
地
生
産
高 

 
太
閤
検
地
に
始
ま
り
、
近
世
を
通
じ
全
国
的
に
行
わ
れ
た
、
土

地
生
産
高
の
表
示
方
法
。
田
畑
、
屋
敷
、
そ
の
他
の
面
積
等
に
石

盛
を
乗
じ
て
計
算
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
産
高
を
原
則
と
し
て

第
二
節 

吉
田
郷
の
人
口
と
家
部 

第
三
章 

藩
政
期
の
石
高 

第
一
節 

石 

高 



212 

 



第四編 近 世 第三章 藩政期の石高 

213 

 

米
に
換
算
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
年
貢
諸
役
の
課

税
基
準
に
も
な
り
、
大
名
等
の
知
行
高
の
基
準
と
も
な
っ
た
。 

全
国
の
総
石
高
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
千
八
百
五
十
万

石
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
二
千
五
百
八
十
八
万
石
、
天
保
五

年
（
一
八
三
四
）
三
千
五
十
六
万
石
と
増
加
し
た
。
二
百
三
十
年

程
の
間
に
七
割
近
く
土
地
生
産
高
が
上
昇
し
た
こ
と
に
な
り
、
近

世
の
経
済
が
激
し
く
変
わ
っ
て
行
く
様
子
を
示
し
た
数
値
で
あ
る
。

 

二
、
島
津
藩
の
石
高 

島
津
氏
が
、
江
戸
幕
府
か
ら
初
め
て
所
領
安
堵
の
判
物
を
得
た

の
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
で
あ
り
、
六
十
万
五
千
六
百
七
石

余
を
知
行
し
た
。
そ
の
後
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
道
之
島
琉

球
高
十
二
万
三
千
七
百
十
二
石
を
加
え
ら
れ
、
六
十
九
万
九
千
八

百
五
十
五
石
と
な
り
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
七
十
四
万
七
千

百
九
十
三
石
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
八
十
六
万
七
千
二
十
七

石
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
八
十
九
万
九
千
六
百
七
十
一
石
と

な
っ
た
。
二
十
万
石
程
の
増
加
で
あ
っ
た
。
吉
田
郷
が
含
ま
れ
る

薩
摩
国
は
慶
長
年
間
二
十
五
万
六
千
九
百
八
十
石
、
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
三
十
二
万
八
千
五
百
六
十
四
石
と
な
り
、
こ
こ
で

も
増
加
し
て
い
る
。
吉
田
郷
の
所
属
す
る
鹿
児
島
郡
は
、
寛
文
四

年
（
一
六
六
四
）
に
三
万
三
百
三
十
九
石
で
あ
っ
た
（
『
旧
記
雑

録
』)

。 

第
二
節 

吉
田
郷
の
石
高
と
特
産
物 

一
、
吉
田
郷
の
石
高 

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
本
城
村
千
十
六
石
二
斗
一
升
六
合

五
勺
、
本
名
村
千
三
百
四
十
五
石
二
斗
五
合
、
佐
多
之
浦
村
三
千

四
百
五
十
二
石
六
斗
三
升
、
宮
之
浦
村
千
七
十
五
石
七
斗
四
升
三

合
九
勺
（
「
薩
摩
国
郡
村
高
辻
之
帳
」)

で
、
合
計
六
千
八
百
八
十

九
石
七
斗
九
升
五
合
四
勺
で
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
六
千
六

百
七
十
石
余
（
「
三
州
御
治
世
要
覧
」
）
で
、
寛
政
六
年
（
一
七
九

四
）
東
佐
多
浦
村
千
百
三
十
四
石
六
斗
七
升
八
合
七
勺
四
才
、
西

佐
多
浦
村
千
六
百
四
石
八
斗
二
升
四
合
七
勺
四
才
、
本
城
村
七
百

三
十
三
石
七
斗
八
升
八
合
二
勺
五
才
、
本
名
村
千
八
百
五
十
一
石

四
斗
四
升
九
合
一
勺
、
宮
之
浦
村
七
百
八
十
石
七
斗
三
升
五
合
五

勺
三
才
で
、
合
計
六
千
百
五
石
四
斗
七
升
六
合
七
勺
（
「
吉
田
神

社
仏
閣
旧
跡
改
帳
並
万
覚
帳
」
）
で
、
「
要
用
集
」
で
は
六
千
七
百

六
十
五
石
余
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
六
千
百
十
三
石
一
斗

七
合
七
勺
一
才
（
「
政
要
録
」
）
で
、
幕
末
に
は
六
千
百
六
十
八
石

余
（
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
）
と
か
、
六
千
六
百
十
九
石
（
「
薩
隅

日
郡
村
名
附
」
）
と
か
、
六
千
六
百
七
十
石
四
斗
四
升
四
合
八
勺

五
才
（
「
薩
隅
日
琉
諸
郷
便
覧
」
）
と
か
で
あ
り
、
弘
化
三
年
（
一

八
四
六
）
に
は
六
千
六
百
七
十
石
四
斗
（
「
薩
隅
日
三
州
高
覚
附

帳
」
）
で
、
全
期
を
通
じ
て
六
千
石
台
で
あ
っ
た
。 
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 二
、
吉
田
郷
の
耕
地
と
特
産
物 

 
耕
地
の
割
合
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
記
録
に
よ
る
と
畑
が

田
よ
り
僅
か
に
多
か
っ
た
。
な
お
畑
の
半
分
に
相
当
す
る
切
替
畑

(

焼
畑)
が
あ
り
、
こ
れ
を
加
え
る
と
畑
が
田
の
一
・
五
倍
で
、

畑
作
を
主
と
す
る
郷
で
あ
っ
た
。
『
三
国
名
勝
図
会
』
に
よ
れ
ば
、

吉
田
の
特
産
物
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

「
飲
食
類 

煙
草

タ
バ
コ

（
佐
多
之
浦
村
の
所
産
多
く
上
方
に
売
出
す
）
。

薬
種
類 

柴
胡

ノ
セ
リ 

茯

苓

ブ
ク
リ
ョ
ウ

。 

竹
木
類 

杉 

松 

樟ク
ス 

 

甘
櫧

ア
マ
カ
シ 

黄
櫨

キ
ハ
ゼ 

漆
樹

ウ
ル
シ 

桃
緑
竹

ナ

ヨ

タ

ケ

 
 
 
 
 

苦
竹

ニ
ガ
タ
ケ

。 

飛
禽
類 

雉キ
ジ 

鷮
雉

ヤ
マ
ド
リ 

青
鷦

ヤ
マ
バ
ト 

告
天
鳥

ヒ

バ

リ 

鶉
ウ
ズ
ラ

。 

走
獣
類 

鹿 

野
猪

ノ

イ

。 

鱗
介
類 

香
魚

ア

ユ 

鰻

 

鼈
ス
ッ
ポ
ン

。｣ 

一
、
郷
と
外
城 

 

島
津
藩
は
、
鹿
児
島
城
を
内
城
と
し
、
藩
内
の
各
郷
を
外
城
と

し
た
（
例
外
も
あ
る
）
。
い
ざ
合
戦
と
い
う
と
き
に
は
、
内
城
の

鹿
児
島
城
（
一
般
に
は
美
称
の
鶴
丸
城
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
）

の
み
な
ら
ず
、
い
ず
れ
の
外
城
で
も
防
衛
体
制
が
と
れ
る
し
、
通

常
も
合
戦
の
た
め
の
用
意
を
怠
ら
ず
、
か
つ
必
要
と
あ
れ
ば
内
城

へ
動
員
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
各

郷
に
は
、
武
士
身
分
の
者
が
配
置
さ
れ
た
。
在
郷
の
士
分
で
あ
り
、

郷
士
（
ま
た
は
私
領
士
）
と
呼
ば
れ
、
当
初
は
兎
に
角
と
し
て
、

後
に
は
城
下
士
よ
り
下
位
の
身
分
と
さ
れ
た
。 

 

二
、
麓
と
郷
政 

 

外
城
に
は
地
頭
支
配
の
直
轄
領
と
一
所
持
な
ど
の
私
領
と
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
中
世
の
山
城
の
近
く
に
地
頭
仮
屋
な
ど
を
置
き
、

そ
の
周
辺
に
郷
士
を
居
住
さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
麓
集
落
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。 

 

麓
は
城
山
に
接
続
し
、
ま
た
麓
を
貫
流
す
る
街
道
の
一
部
は
幅

が
広
く
、
馬
場
と
い
っ
て
郷
士
・
家
来
の
練
武
場
と
な
っ
た
。
こ

の
麓
の
外
周
に
村
（
在
）
・
町
・
浦
浜
が
連
な
り
、
百
姓
・
町
人
・

浦
浜
人
の
居
住
地
と
な
っ
て
い
た
。 

 
郷
の
行
政
は
地
頭
仮
屋
（
ま
た
は
領
主
仮
屋
）
で
執
行
さ
れ
、

地
頭
は
寛
永
ご
ろ
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
か
ら
遙
任
と
な
り

城
下
に
住
ん
で
い
た
の
で
こ
れ
を
掛
持
地
頭
と
い
っ
た
。 

郷
に
住
ん
で
実
際
の
政
治
に
あ
た
っ
た
の
は
、
郷
士
年
寄
・
組

第
四
章 

外
城
と
郷
士 

第
一
節 

島
津
藩
の
地
方
組
織
と 

身
分
制
度 

タ
ブ 

オ
オ
ウ
ナ
ギ 



第四編 近 世 第四章 外城と郷士 

215 

 

 

頭
・
横
目
の
三
役
で
あ
る
。
郷
士
年
寄
は
は
じ
め
噯
と

 

あ
っ
か
い 

い
っ
て
い

た
が
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
か
ら
郷
士
年
寄
と
改
め
た
。
二

人
な
い
し
数
人
か
ら
な
り
、
郷
内
全
般
の
政
務
に
あ
ず
か
っ
て
い

た
。 

 

組
頭
は
郷
士
を
数
組
に
分
け
た
そ
の
頭
役
で
あ
り
、
郷
士
の
教

導
お
よ
び
郷
の
警
備
に
当
た
っ
た
。 

 

横
目
は
数
人
か
ら
な
り
、
諸
務
取
次
ぎ
お
よ
び
検
察
・
訴
訟
の

こ
と
に
当
た
っ
た
。
農
政
そ
の
他
に
関
し
て
は
三
役
の
下
に
種
々

の
所
役
を
置
き
、
役
名
な
ど
は
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
相
違
も
あ

る
が
、
書
役
・
普
請
見
廻
・
野
廻
・
相
談
役
・
行
司
・
郡
見
廻
・

庄
屋
な
ど
の
下
級
役
が
主
な
も
の
で
、
郷
士
が
任
ぜ
ら
れ
て
郷
政

に
参
加
し
た
。 

 

三
、
郷
士
の
収
入 

 

郷
士
は
知
行
高
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
知
行
高
は
門
高
と

も
い
い
百
姓
に
耕
作
を
さ
せ
る
本
田
畑
で
あ
る
。
そ
の
地
目
は
次

の
通
り
で
あ
っ
た
。 

(１) 

浮
免 

門
高
に
編
入
さ
れ
な
い
本
田
畑
で
、
武
士
に
あ
た
え

 

ら
れ
る
。
自
作
自
収
で
租
米
九
升
二
合
を
納
め
る
。 

(２) 

拘
地

か
け
ち 

武
士
が
藩
の
許
可
を
得
て
自
費
開
墾
し
て
永
代
所
有

 

が
許
さ
れ
る
。
浮
免
と
同
じ
く
租
米
は
九
升
二
合
。 

(３) 

永
作 

自
費
開
墾
地
で
武
士
・
百
姓
に
も
許
可
さ
れ
た
が
、

 

門
高
と
同
じ
租
率
で
あ
る
。 

(４) 

大
山
野 

原
野
・
藪
地
を
開
墾
し
た
土
地
で
収
納
が
低
い
の

 

で
貢
租
は
低
か
っ
た
。 

(５) 

溝
下
見
掛 

古
荒
地
や
山
野
不
毛
の
地
を
自
費
開
墾
し
た
も

 

の
で
租
率
は
低
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
郷
士
は
知
行
高
で
あ
る
門
高
や
浮
免
・
拘
地
そ
の

他
の
土
地
か
ら
の
収
入
に
加
え
て
役
職
か
ら
生
ず
る
役
高
、
旅
費

日
当
な
ど
も
あ
っ
た
。 

 

各
郷
の
士
族
高
帳
な
ど
を
見
る
と
、
数
十
石
の
高
持
士
か
ら
、

屋
敷
だ
け
で
無
高
の
一
ケ
所
士
、
無
屋
敷
士
の
三
者
に
大
別
で
き

る
。
高
持
士
で
も
一
石
以
上
の
者
は
少
な
く
、
一
石
以
下
の
下
級

郷
士
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
ま
た
、
城
下
士
と
同
様
に
郷
士
に

も
高
の
売
買
は
許
さ
れ
て
い
た
の
で
、
上
級
郷
士
に
よ
る
高
の
集

積
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。 

 

禄
高
の
低
い
郷
士
は
医
師
・
大
工
・
鍛
冶
・
紙
漉す

き

・
紺
屋
・
石

工
な
ど
の
職
業
を
営
ん
で
い
た
。 

第
二
節 

吉
田
の
麓 

一
、
麓
と
野
町 

 
吉
田
の
麓
は
、
中
世
吉
田
の
最
後
の
城
郭
と
な
っ
た
松
尾
城
の

城
下
に
設
定
さ
れ
た
。
松
尾
城
の
大
手
の
麓
付
近
か
ら
北
東
の
思

川
を
は
さ
ん
だ
場
所
で
、
吉
田
郷
全
体
か
ら
み
る
と
、
東
端
に
当
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た
る
。 

 

こ
の
地
区
は
、
中
世
後
期
以
来
吉
田
衆
と
い
わ
れ
る
戦
国
大
名

島
津
氏
の
家
臣
団
が
居
住
し
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
中
世
末
に
は

中
道
地
区
へ
も
家
臣
団
の
居
住
地
が
拡
大
し
て
い
た
。
そ
の
中
に

は
、
中
世
以
来
こ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
者
と
、
島
津
義
弘
配
下

で
、
加
治
木
に
居
た
川
田
国
順
の
よ
う
に
、
元
和
五
年
（
一
六
一

九
）
中
道
へ
召
し
移
さ
れ
た
者
も
あ
っ
た
。 

 

野
町
は
、
伊
集
院
か
ら
移
転
の
七
軒
を
も
と
に
、
地
頭
仮
屋
の

前
の
小
路
に
形
成
さ
れ
た
。
後
期
に
は
恵
比
寿
（
夷
）
石
像
と
井

戸
を
囲
み
、
上
町
十
四
戸
、
下
町
十
戸
に
分
か
れ
て
い
た
。
店
は
、

上
く
や
・
下
く
や
・
油
屋
・
麴
屋
兼
酒
屋
・
宿
屋
兼
豆
腐
屋
等
が

あ
っ
た
。
屋
敷
は
六
畝
あ
り
、
降
ろ
し
戸
で
、
中
央
に
通
路
の
あ

る
店
構
え
で
、
屋
根
は
萱
葺
が
普
通
で
、
油
屋
だ
け
が
瓦
葺
で
あ
っ

た
。 

 

二
、
地 

頭 

 

地
頭
職
は
、
高
五
十
石
で
あ
り
、
「
吉
田
神
社
仏
閣
旧
跡
改
帳

並
万
覚
帳｣

、｢

諸
郷
地
頭
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
後
期
よ
り

歴
代
が
次
の
様
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

(１) 

吉
田
神
社
仏
閣
旧
跡
改
帳
並
万
覚
帳 

元
亀
三
年(

一
五
七
二)

村
田
越
前
守 

阿
多
若
狭
守 

伊
地
知
美
作
守 

島
津
左
衛
門
歳
久 

本
田
下
野
入
道 

村
田
□
□ 

伊
勢
平
左
衛
門 

川
上
左
京 

上
神
□
□
左
衛
門 

慶
長
四
年(

一
五
九
九)

川
上
四
郎
兵
衛 

桂
太
郎
兵
衛 

島
津
中
務 

樺
山
桂
左
衛
門 

村
田
藤
兵
衛 

島
津
清
太
夫 

島
津
又
助 

比
志
島
□
□ 

寛
文
二
年(

一
六
六
二)

壬
寅
九
月
三
日
定 

 

大
野
源
右
衛
門 

寛
文
五
年(

一
六
六
五)

乙
巳
三
月 

 
 
 
 

阿
多
□
□
左
衛
門 

延
宝
八
年(

一
六
八
〇)

庚
申
八
月
三
日 

 
 

鎌
田
太
郎
右
衛
門 

天
和
二
年(

一
六
八
二)

壬
戌
八
月
七
日
定 

 

町
田
式
部 

貞
享
三
年(

一
六
八
六)

丙
寅
九
月
廿
七
日 

 

島
津
助
太
夫 

元
禄
四
年(

一
六
九
一)

辛
未
七
月
廿
九
日 

 

相
良
清
兵
衛 

宝
永
三
年(

一
七
〇
六)

丙
戌
三
月
朔
日
～ 

 

明
所 

宝
永
七
年(

一
七
一
〇)

庚
寅
三
月
十
八
日 

 

島
津
□
□
左
衛
門 

享
保
三
年(

一
七
一
八)

戊
戌
三
月
朔
日
～ 

 

明
所 

享
保
三
年(

一
七
一
八)

戊
戌
四
月
十
八
日 

 

和
田
次
兵
衛 

享
保
十
一
年(

一
七
二
六)

丙
午
八
月
八
日
～ 

明
所 

享
保
十
八
年(

一
七
三
三)

癸
丑
正
月
廿
一
日 

相
良
源
太
夫 

享
保
廿
一
年(

一
七
三
六)

乙
卯
八
月
朔
日
～ 

明
所 

享
保
廿
一
年(
一
七
三
六)

乙
卯
九
月
十
八
日 

土
持
新
八 

延
享
三
年(

一
七
四
六)

丙
寅
七
月
四
日
～ 

 

明
所 
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延
享
四
年(

一
七
四
六)

丁
卯
八
月
四
日 

 
 

福
山
平
太
夫 

宝
暦
二
年(

一
七
五
二)

壬
申
九
月
朔
日
～ 

 

明
所 

宝
暦
四
年(

一
七
五
四)

甲
戌
正
月
十
一
日 

 

称
寝
孫
左
衛
門 

宝
暦
六
年(
一
七
五
六)

丙
子
七
月
廿
八
日
～ 

明
所 

宝
暦
十
一
年(
一
七
六
一)

辛
巳
九
月
六
日 

 

四
元
庄
藏 

宝
暦
十
三
年(
一
七
六
三)

癸
未
六
月
廿
二
日
～
明
所 

明
和
二
年(

一
七
六
五)
乙
酉
二
月
十
五
日 

 

村
山
挂
馬 

安
永
五
年(

一
七
七
六)

丙
申
正
月
十
八
日
～ 

明
所 

安
永
五
年(

一
七
七
六)

丙
申
九
月
廿
一
日 

 

市
田
藏
内 

天
明
二
年(

一
七
八
二)

壬
寅
正
月
廿
一
日 

 

岩
下
清
右
衛
門 

天
明
五
年(

一
七
八
五)

乙
巳
五
月
十
四
日
～ 

明
所 

天
明
七
年(

一
七
八
七)

丁
未
一
月
十
一
日 
 

谷
村
孫
右
衛
門 

寛
政
三
年(

一
七
九
一)

辛
亥
二
月
十
九
日 

 

村
田
為
右
衛
門 

寛
政
九
年(

一
七
九
七)

丁
巳
七
月
十
二
日
～ 

明
所 

寛
政
十
年(

一
七
九
八)

戊
午
一
月
十
一
日 

 

富
山
逸
見 

享
和
二
年(

一
八
〇
二)

壬
戌
八
月
廿
一
日 

 

川
上
頼
母 

文
化
七
年(

一
八
一
〇)

庚
午
十
月
廿
八
日
～ 

明
所 

大
番
頭
北
郷
作
右
衛
門
預
け

文
化
九
年(

一
八
一
二)

壬
申
正
月
十
一
日 

 

岩
切
賀
藤
次 

文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

甲
戌
二
月
七
日
～ 

明
所 

大
番
頭
北
郷
作
右
衛
門
預
け

文
化
十
二
年(

一
八
一
五)

乙
亥
二
月 

 
 
 

肝
付
帯
刀 

文
化
十
四
年(

一
八
一
七)

丁
丑
八
月
十
二
日
～
明
所 

(２) 

諸
郷
地
頭
系
図 

 

平
野
六
郎
左
衛
門
友
知 

初
丹
後 

民
部
左
衛
門
、
冒
國
分
氏
、 

 

伊
地
知
式
部
少
輔
重
成 

 

桂
太
郎
兵
衛
忠
増 

日
隅
不
詳
、
寛
永
十
四
死
去
、 

 

本
田
下
野
守
親
貞
入
道
三
省 

自
系
図
二
吉
田
・
加
世
田
地
頭
ト
有
リ
、

 

伊
勢
平
左
衛
門
貞
成 

飫
野
・

（
飯
カ
）

吉
田
・
蒲
生
地
頭
ト
有
リ
、 

 

比
志
島
掃
部
助
國
詮 

 

島
津
中
務 

忠
榮
ナ
ラ
ン
、
元
和
ノ
比
カ
、 

 

樺
山
權
左
衛
門 

久
盈
ナ
ラ
ン
、
寛
永
年
中
カ
、
同
十
九
年
死
去
、 

 

村
田
藤
兵
衛
經
固 

 

 

島
津
清
太
夫
久
元 

・
島
津
又
助
忠
清 

・
大
野
源
右
衛
門 

 

阿
多
十
左
衛
門 

寛
文
五
年
二
月
二
日
『
定
』、 

・
鎌
田
太
郎
右
衛
門 

延
寶
八
年
申
八
月
十
二
日
、 

 

島
津
大
藏
久
明 

初
久
始 

式
部
、
天
和
二
年
三
月
廿
八
日

、 
・
町
田
式
部 

天
和
二
年
戌
八
月
七
日
、 

・
島
津
助
太
夫 

貞
享
三
年
寅
九
月
廿
七
日

元
禄
三
年
迄
、 

・
相
良
四
郎
五
郎 

元
禄
四
年
未
七
月
廿
九
日
、 

・
島
津
頼
母 
久
記
カ
、
寶
永
三
年
戌
正
月
廿
七
日 

後
筑
前
守
、
吉
田
城
代
ト
爲
リ
居
レ
リ
ト
自
家

ノ
譜
ニ
ミ
ヘ
タ
リ 

御
勘
定
奉
行
・
御
船
奉
行
・
町
奉
行
・
吟
味
役
・
御

使
役
等
相
勤 

初
孫
四
郎 

河
内
守 

義
弘
御
隠
居
御
家
老
、
寛

永
九
年
比
地
頭 

御
物
奉
行
也
、
豊
前
久
守
弟
、
初
主
計

後
帯
刀
、

一
旦
喜
入
氏
後
嗣
ト
成
、
正
保
元
年
申

明
暦
三
年

迄
歟
、

玄
蕃
忠
紀
弟
、
実
ハ
大
和
守
久
章
之
子
也
、『
明
暦
四
・

四
月
七
日
定
』、 

寛
文
二
年
九
月
三
日
『
定
』、 

隼
人
久
明
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ン 

二
年
酉
十
月

三
日

ト
モ
、
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以
上
(１)
と
(２)
と
は
同
一
の
地
頭
歴
代
の
は
ず
で
あ
り
、
大
部
分
は

同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
が
名
前
、
官
職
、
年
月
日
等
に
異
な
っ
て

い
る
個
所
が
多
い
の
で
、
今
は
並
記
し
て
お
く
に
止
め
た
い
。 

 

三
、
郷
士
年
寄 

 

「
吉
田
神
社
仏
閣
旧
跡
改
帳
並
万
覚
帳
」
に
よ
れ
ば
、
歴
代
が

次
の
様
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

慶
長 

大
井
七
右
衛
門 

 

明
暦 

川
田
市
兵
衛 

深
見
六
右
衛
門 

高
原
源
右
衛
門 

 

寛
文 

牛
込
新
兵
衛 

大
牟
礼
□
門 

江
夏
長
兵
衛 

高
原
惣

右
衛
門 

延
宝 

長
谷
川
久
左
衛
門 

春
成
覚
右
衛
門 

深
見
六
右
衛
門

貞
享 

税
所
為
兵
衛 

梶
原
休
左
衛
門 

川
田
主
税 

天
和 

深
見
仁
左
衛
門 

川
田
伝
左
衛
門 

木
不
明 

元
禄 

大
井
与
助 

久
松
丑
兵
衛 

牛
込
藤
太
夫 

宝
永 

税
所
越
右
衛
門 

川
田
善
助 

高
原
源
右
衛
門 

享
保 

高
原
惣
右
衛
門 

大
井
七
右
衛
門 

古
木
藤
衛
門 

橘
不
明 

寛
延 

税
所
喜
右
衛
門 

牛
込
新
兵
衛 

深
見
覚
右
衛
門 

古
木
不
明 

宝
暦 
久
松
喜
兵
衛 

梶
原
休
右
衛
門 

大
井
不
明 

明
和 

伊
地
知
盛
太
夫 

平
原
太
右
衛
門 

 

・
島
津
十
郎
左
衛
門 

寛
永
七
年
三
月
十
八
日

『
十 

一 

日
』

享
保
三
年
戌
三
月
朔
日
迄
、

・
和
田
次
兵
衛 

享
保
三
年
戌
四
月
十
八
日

同
十
一
年
午
八
月
五
日
迄
、 

・
相
良
源
太
夫 

享
保
十
二
年
未
正
月
廿
一
日

同
十
八
年
丑
八
月
朔
日
迄
、 

・
土
持
新
八 

 榮
貞 

享
保
廿
年
卯
九
月
十
八
日

延
享
三
年
寅
七
月
『
廿
日
』
迄
、

・
福
山
平
太
夫 

延
享
四
年
卯
八
月
四
日

『
寛
延
四
未
八
月
二
日
迄
』、 

・
祢
寝
孫
左
衛
門 

・
四
本
庄
藏 

寶
暦
十
一
年
巳
九
月
四
日

同
十
三
年
未
六
月
廿
二
日
迄
、 

・
村
上
桂
馬 

 

・
市
田
喜
内 

後
勘
解
由
、
安
永
五
年
申
九
月
十
九
日

『
八
月
十
五
日
』

、 

・
岩
下
佐
次
右
衛
門 

天
明
二

『
元
』

年
寅
二
月
九
日

『
正
月
十
一
日
』

同
五
年
巳
五
月
十
三
日
迄
、 

・
谷
村
孫
右
衛
門 

天
明
七
年
未
四
月
十
日

『
正
月
十
一
日
』

『
寛
政
三
亥
正
月
十
一
日
迄
』、

・
村
田
伊
左
衛
門 

寛
政
三
年
亥
三
月

『
二
月
』

十
九
日

『
同
九
巳
閏
七
月
十
日
迄
』、

・
冨
山
逸
見 

『
寛
政
十
午
正
月
十
一
日

』、 

・
川
上
頼
母 

『
享
和
二
戌
八
月
廿
一
日

文
化
七
午
十
月
廿
七
日
迄
』、 

・
岩
切
嘉
藤
次 

『
文
化
九
申
正
月
十
一
日

同
十
一
戌
二
月
六
日
迄
』、 

・
肝
付
帯
刀 

『
文
化
十
一
戌
六
月
四
日

同
十
四
丑
八
月
十
一
日
迄
』、 

・
島
津
頼
母
久
武 

『
文
化
十
五
寅
正
月
十
一
日

』、 

・
平
山
五
郎
右
衛
門
『
天
保
四
巳
正
月
十
一
日

同
五
午
十
二
月
廿
七
日
迄
』、

・
里
村
藤
十
郎 

『
天
保
六
未
七
月
十
九
日

同
十
一
子
十
二
月
十
一
日
迄
』、

・
寺
尾
庄
兵
衛 

『
天
保
十
二
丑
四
月
十
三
日

嘉
永
三
戌
四
月
十
二
日
迄
』、

「
赤
松
主
水 

嘉
永
三
戌
五
月
十
五
日
」、 

『
後
静
馬
』、
明
和
二
年
酉
二
月
十
七
日 

安
永
四
年
未
正
月
十

八
日
迄
、 

『
後
式
部
』、
寶
暦
四
年
戌
正
月
十
一
日

同
六
年
子
七

月
廿
八
日
迄
、
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安
永 

大
井
岩
右
衛
門 

天
明 

大
井
七
右
衛
門 

伊
地
知
喜
右
衛
門 

 
 
 

※
郷
士
年
寄
ニ
改
ル 

寛
政 
川
田
善
助 

平
原
角
右
衛
門 

 
 
 

與
頭
役 

大
井
小
右
衛
門 

川
田
平
太
夫 

 
 
 

助
年
寄 
税
所
伊
兵
衛 

寛
政
十
一
年 
川
田
平
太
夫 

 
 
 

異
国
方
掛
與
頭 
牛
込
新
兵
衛 

 
 
 

助
年
寄 

大
井
興
右
衛
門 

寛
政
十
二
年 

年
寄
勤 

橘 

  

一
、
郷
士
の
人
数 

 

郷
士
に
つ
い
て
は
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
、
総
人

数
五
百
五
十
七
人
で
、
郷
士
人
躰
二
百
十
八
人
と
あ
り(
「
政
要

録
」)

、
幕
末
に
人
数
四
百
四
十
四
人(

「
薩
隅
日
琉
諸
郷
便
覧
」)

と
あ
り
、
捉
え
方
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
。 

 

吉
田
の
郷
士
人
数
は
、
郷
全
体
の
人
数
の
三
三
％
程
で
、
島
津

藩
の
平
均
三
割
前
後
と
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
あ
る
。 

 二
、
郷
士
の
石
高 

 

郷
士
高
と
い
い
、
吉
田
の
郷
高
に
含
ま
れ
て
い
た
。 

 

「
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
九
月
二
十
日 

吉
田
衆
中
高
帳
」

は
、
「
百
九
石
九
斗
六
升
七
合
四
勺
四
才 

深
見
大
膳
正
」
以
下

三
十
五
人
で
、
「
合
八
百
四
石
五
斗
二
升
四
合
四
勺
七
才
」
と
な
っ

て
お
り
、
「
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
十
二
月
六
日 

薩
州
吉
田

知
行
帳
」
は
、
「
高
二
百
石 

川
田
藤
兵
衛
尉
」
以
下
六
十
二
人

で
、
「
合
高
八
百
四
十
四
石
九
斗
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
寛
永
二
十

一
年
（
一
六
四
四
）
十
月
九
日
（
吉
田
衆
中
高
帳
）
」
は
、
「
高
二

百
二
十
三
石
二
合 

川
田
城
介
」
以
下
五
十
九
人
で
、
「
合
高
七

百
五
十
八
石
一
斗 

升
六
合
」
と
な
っ
て
い
る
。
寛
永
六
年
（
一

七
九
四
）
に
は
、
八
百
八
十
石
三
斗
九
升
六
合
七
勺
六
才
、
文
政

十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
九
百
八
十
八
石
四
斗
八
升
五
合
六
才

で
あ
っ
た
。
幕
末
に
は
、
九
百
七
十
五
石
余(

「
薩
隅
日
郡
村
名

附
」)

と
か
、
千
十
六
石
四
斗
二
合
一
勺
二
才(

「
薩
隅
日
琉
諸
郷

便
覧
」)

と
か
で
あ
っ
た
。 

 

三
、
郷
士
の
知
行 

 

郷
士
の
知
行
高
は
、
吉
田
の
支
配
所
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る

「
知
行
高
名
寄
」
を
基
本
台
帳
と
し
た
。
い
ず
れ
も
、
村
別
に
一

筆
ご
と
に
地
名
、
地
目
、
縦
横
の
間
数
、
面
積
、
石
盛
、
責
任
者

名
が
記
さ
れ
、
田
畑
別
に
合
計
面
積
と
石
盛
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。

第
三
節 

吉
田
の
郷
士 
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一
、
用 
夫 

 

農
民
の
内
、
一
要
件
を
満
た
し
た
者
を
用
夫

い

ぶ

と
言
い
、
課
役
負

担
者
と
な
っ
た
。
人
数
は
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
、

四
百
九
十
七
人
で
、
野
町
か
ら
の
野
町
用
夫
が
三
十
三
人
で
あ
っ

た(

「
政
要
録
」)

。
用
夫
は
、
狩
夫
と
も
い
い
幕
府
に
は
四
百
五

十
九
人
で
あ
っ
た(

「
薩
隅
日
琉
諸
郷
便
覧
」)

。 

 

二
、
開 

田 

 

近
世
島
津
藩
内
で
は
開
墾
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
吉

田
郷
で
も
各
自
の
力
で
開
墾
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は

一
、
二
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。 

(１)
石 

垣 

 

財
力
の
あ
る
者
は
、
串
木
野
か
ら
人
夫

に
ん
ぷ

（
串
木
野
夫
）
を
連

れ
て
き
て
石
垣
を
築
き
開
墾
を
行
っ
た
。 

 

西
佐
多
浦
の
小
字
提
水
流
の
池
頭
に
は
、
こ
の
人
た
ち
が
自

然
石
を
巧
み
に
積
み
上
げ
谷
間
の
狭
い
土
地
を
数
町
歩
の
田
地

に
し
た
跡
が
あ
る
。 

(２) 

小
野
田
用
水 

 

西
佐
多
浦
の
小
字
小
野
田
の
小
野
淵
下
に
堰
を
つ
く
り
こ
れ

か
ら
水
を
引
い
た
の
で
、
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
に
江
夏
長
兵
衛
が
吉
田

郷
の
「
噯
」
と
な
っ
て
い
る
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
江
夏
氏
は

土
木
の
才
を
買
わ
れ
て
島
津
家
に
と
り
た
て
ら
れ
て
お
り
、
加

治
木
か
ら
吉
田
郷
に
移
っ
て
来
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
あ

る
い
は
江
夏
氏
の
「
噯
」
時
代
を
前
後
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

用
水
路
に
は
四
つ
の
水
門
（
よ
こ
て
）
と
東
下
の
水
神
下
に

地
下
水
路
と
四
・
五
カ
所
に
引
水
用
横
穴
が
あ
る
。
ま
た
途
中

に
は
七
つ
の
洞
窟
（
ぬ
き
）
を
掘
っ
て
い
る
。
桑
之
丸
に
あ
る

二
番
目
と
三
番
目
の
「
ぬ
き
」
の
途
中
に
「
い
し
こ
し
」
と
い

う
部
分
が
あ
り
、
増
水
期
に
は
必
要
以
外
の
水
は
自
然
に
こ
こ

か
ら
溢
れ
出
る
様
に
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
冬
に
は
下
部
の
栓
を

ぬ
い
て
沈
泥
を
流
し
出
し
て
い
た
と
い
う
。
水
門
（
よ
こ
て
）

も
平
面
の
組
方
で
は
な
く
、
松
の
自
然
の
曲
り
を
う
ま
く
組
合

せ
て
積
上
げ
た
立
体
的
な
も
の
で
、
永
い
年
月
も
ち
こ
た
え
る

よ
う
苦
心
さ
れ
て
い
る
。
な
お
住
時
の
溝
清
掃
（
溝
こ
し
ら
え
）

に
は
本
名
と
そ
の
付
近
か
ら
公
役
と
し
て
、
多
数
の
人
数
が
来

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
小
野
淵
上
に
寛
政
の
水
神
石
碑
、
西
麓

水
門
の
所
に
（
天
保
か
）
六
年
乙
未
二
月
吉
日
の
水
神
石
碑
、

第
一
節 

農
業
生
活 

第
五
章 

吉
田
の
生
活 
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東
下
に
明
和
の
水
神
石
碑
が
残
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 一

、
昔
の
交
通 

 

鹿
児
島
県
維
新
前
土
木
史
に
よ
れ
ば
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
、

御
勝
手
方
か
ら
次
の
よ
う
な
達
し
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

一
、
道
路
に
並
木
を
植
え
る
よ
う
に
仰
せ
渡
さ
れ
た
が
、
昔
か
ら

 

の
松
並
木
が
あ
る
大
道
筋
で
も
、
道
筋
の
変
更
に
よ
っ
て
、
古

 

道
に
は
並
木
が
あ
り
、
新
道
に
は
並
木
が
無
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
見
苦
し
い
の
で
新

道
に
も
並
木
を
植
え

継
ぐ
事

 
 
 
 

一
、
大
道
筋
で
な
く
て

も
、
道
筋
に
は
松
、

櫨は
ぜ

、
杉
等
そ
こ
の
土

地
に
ふ
さ
わ
し
い
木

を
選
ん
で
並
木
を
植

え
る
事

 
 
 
 

一
、
右
の
外
に
も
外
城

ま
で
、
外
城
道
路
の

道
筋
と
同
様
に
木
を

植
え
る
事

 
 
 

一
、
（
以
下
、
略
） 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩 

の
方
針
に
よ
っ
て
西
目
、 

東
目
の
街
道
は
勿
論
、 

各
外
城
を
結
ぶ
道
筋
に 

も
並
木
を
植
え
さ
せ
て 

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

町
内
で
も
、
吉
田
筋
の 

中
に
「
涼
松
」
と
い
う 

地
名
が
あ
り
、
ま
た
、 

運
動
公
園
展
望
台
下
か 

ら
「
か
き
坂
」
に
至
る 

古
道
沿
い
に
は
大
き
な 

杉
が
幾
本
か
残
っ
て
い
て
、
往
時
の
並
木
道
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
東
目
筋
（
日
向
路
）
に
あ
た
る
関
屋
谷
か

ら
牧
に
至
る
古
道
に
は
、
そ
れ
ら
し
い
巨
木
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

白
銀
坂
に
は
松
の
巨
木
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

戦
後
の
松
食
い
虫
の
被
害
や
後
の
道
路
改
修
の
と
き
に
伐
採
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

藩
政
期
の
旅
は
、
専
ら
徒
歩
か
馬
（
乗
馬
ま
た
は
荷
駄
）
ま
た

は
駕
籠
に
頼
っ
て
お
り
、
道
路
の
造
り
も
車
の
使
用
を
考
慮
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
関
屋
付
近
の
急
坂
は
石
段
や
石
畳
み
で
舗

第
二
節 

往 

来 
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装
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
今
は
石
材
は
剥
ぎ
取
ら
れ
て

し
ま
っ
て
お
り
、
昔
の
面
影
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て

白
銀
坂
に
は
昔
の
石
畳
み
の
道
が
ま
だ
所
々
に
残
っ
て
い
る
。 

 

二
、
斉
興
公
の
行
列 

 

弘
化
五
年(
一
八
四
八)

島
津
斉
興

な
り
お
き

が
国
老
の
調
所
笑
左
衛
門

ず
し
ょ
し
ょ
う
ざ
え
も
ん

を

は
じ
め
軍
事
係
の
役
人
数
十
人
、
兵
士
五
十
人
、
大
砲
手
二
十
余

人
を
従
え
、
蒲
生
・
国
分
を
経
て
福
山
で
砲
術
大
操
練
を
ご
覧
に

な
っ
た
と
き
、
吉
田
郷
を
通
過
さ
れ
る
よ
う
す
を
鹿
児
島
県
史
料

(

島
津
斉
興
公
史
料
）
と
町
内
の
史
料
（
山
下
逸
二
氏
提
供
）
に

よ
っ
て
再
現
し
て
み
よ
う
。 

一
月
二
十
日 

斉
興
公
、
日
隅
二
州
海
岸
御
巡
見
、
且
、
福
山
原

 
 
 
 

に
お
い
て
大
操
練
催
さ
れ
、
御
城
下
鉄
砲
隊
行
軍
演
習

 
 
 
 

す
べ
き
旨
命
ぜ
ら
れ
た
り
。 

二
月
三
日 

斉
興
公
日
隅
二
州
海
岸
御
巡
見
の
為
御
発
駕
、
蒲
生

 
 
 
 

郷
御
一
泊
、
来
た
る
六
日
福
山
原
に
お
い
て
大
操
練
御

 
 
 
 

覧
あ
る
べ
き
旨
達
せ
ら
れ
た
り
。 

 

城
下
を
出
発
し
た
斉
興
公
は
、
徒
歩
で
従
う
兵
士
・
役
人
多
数

を
従
え
、
吉
野
村
庄
屋
役
所
（
帯
迫
）
に
立
ち
寄
り
、
そ
れ
か
ら

吉
田
筋
（
蒲
生
筋
）
を
北
に
進
み
、
川
崎
渡
し
で
棈
木
川
を
渡
っ

て
、
宮
之
浦
村
庄
屋
役
所
（
三
重
石
塔
付
近
）
の
前
に
で
る
。
こ

こ
に
は
辻
堅
め
（
通
行
止
め
）
の
郷
士
二
人
が
辻
番
と
し
て
控
え

て
い
る
。
行
列
の
先
頭
は
、
御
先
払
の
横
目
二
人
、
御
先
供
に
十

八
人
の
士
と
組
頭
二
人
、
道
筋
の
辻
堅
め
な
ど
は
吉
田
郷
士
が
勤

め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
途
中
の
民
家
（
木
場
門
な
ど
七
戸
）
に

は
柴
垣
を
巡
ら
せ
て
御
目
障
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
。

 

宮
之
浦
八
幡
社
の
前
（
当
時
の
鳥
居
は
、
現
在
の
消
防
車
庫
側

に
あ
っ
た
）
に
は
湯
水
を
置
い
た
接
待
所
が
設
け
て
あ
り
、
裃
姿

 

か
み
し
も 

の
郷
士
一
人
と
野
町
の
町
人
二
人
が
接
待
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
道
は
内
野
之
門か

ど

（
字 

内
野
前
田
）
の
手
前
で
左
に
折

れ
、
倉
谷
か
ら
の
出
口
付
近
を
経
て
下
道

し
た
み
ち

を
吉
水
へ
と
進
む
、
行

列
が
吉
水
か
ら
本
名
村

へ
の
道
と
交
差
す
る
十

文
字
に
は
、
特
に
左
右

二
人
ず
つ
の
辻
堅
め
を

置
い
て
警
戒
し
て
い
る
。

吉
水
の
子
持
神
の
前
に

も
接
待
所
が
設
け
て
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
は
、
カ

セ
脇
の
坂
を
下
る
。
本

城
村
岩
茶
屋
（
現
在
は

大
字
本
名
、
山
口
安
憲

宅
付
近
）

は
御
休
所
で
、

県
史
料
に
「
吉
田
本
城
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村
御
口
之
者
（
御
中
間
ト
モ
云
）
岩
本
織
右
衛
門
所
御
休
」
と
あ

る
の
が
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
岩
茶
屋
と
い
う
字
名
の
い
わ
れ
は
、
昔
、

「
岩
」
と
い
う
人
が
茶
屋
を
ひ
ら
い
て
い
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
岩
茶
屋
と
い
う
地
名
は
、
昔
は
も
っ
と
広

い
地
域
を
指
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
実
際
の
御
休
所
は
隣
接
字

「
尾
コ
ノ
瀬
」
（
現
在
、
東
条
自
動
車
修
理
工
場
）
に
あ
っ
た
庄
屋

役
所
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
進
上
物
や
御
機
嫌
伺
い
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
か
ら
先
は
、
字
立
平
の
縁
に
そ
っ
て
山
を
上
り
花
立
茶
屋

に
下
っ
て
か
ら
涼
松
に
上
っ
て
い
る
。
花
立
茶
屋
は
、
明
治
の
頃

に
は
山
方
清
氏
の
祖
父
が
経
営
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

こ
の
辺
り
は
、
県
道
開
削
の
と
き
切
通
さ
れ
て
低
く
な
っ
て
お

り
、
当
時
の
道
は
役
場
前
交
差
点
付
近
で
は
現
在
の
県
道
よ
り
四

㍍
ほ
ど
高
い
と
こ
ろ
を
通
っ
て
い
た
。 

 

涼
松
は
御
小
休
所
に
な
っ
て
い
て
、
県
史
料
で
は
「
涼
松
御
野

立
」
と
あ
る
の
で
、
景
色
の
良
い
涼
松
で
お
茶
を
一
服
し
て
休
息

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
交
通
の
要
衝
で
も
あ
り
、
本
名
村

道
筋
（
郡
山
方
面
）
、
野
下
道
筋
（
宇
都
谷
方
面
）
、
麓
道
筋
（
小

山
・
触
田
方
面
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
辻
堅
め
を
置
い
て
い
る
。 

 

小
休
止
の
あ
と
は
、
西
中
へ
の
古
道
（
蒲
生
筋
）
を
く
だ
っ
て

い
る
が
、
こ
の
道
筋
は
大
迫

う
さ
こ

、
柊
宇
都

く

き

う

と

、
慶
田

け

だ

、
な
ど
の
字
名
か

ら
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
佐
多
浦
村
松
木
川
原
（
字
松
川
原
）

        

に
は
、
ま
た
湯
水
の
接
待
所
が
設
け
て
あ
る
。 

 

こ
こ
か
ら
先
は
、
一
般
に
は
金
峰
神
社
の
辺
り
で
思
川
を
渡
り

（
チ
ャ
ン
ボ
ワ
タ
リ
）
鵜
木
か
ら
桑
之
丸
を
経
て
佐
山
を
越
え
る

道
筋
を
取
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
料
に
よ
れ
ば
行
列

は
大
宮
司
ヶ
下
（
金
峰
神
社
付
近
）
か
ら
東
に
折
れ
て
井
手
山
の

郷
右
衛
門
な
ど
の
家
の
側
で
左
に
折
れ
、
下
川
原
で
思
川
を
渡
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
行
列
が
麓
か
ら
の
道
と
交
差
す
る
十
文
字

に
は
東
西
に
二
人
ず
つ
の
辻
堅
め
を
置
い
て
い
る
。 

こ
の
後
は
井
手
口
橋
の
辺
り
に
で
て
、
そ
こ
か
ら
は
公
用
書
状

伝
達
路
で
あ
っ
た
古
道
を
通
っ
て
佐
山
を
越
え
、
蒲
生
へ
と
進
ん

で
い
る
よ
う
だ
。
佐
山
峠
も
県
道
開
削
の
た
め
切
り
通
さ
れ
、
古

道
は
町
境
の
崖
の
上
に
僅
か
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
計
測

し
た
と
こ
ろ
、
道
幅
は
二
九
〇
㌢
（
約
一
間
半
）
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
道
筋
は
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
「
吉
田
筋
」
と
は
少
し
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ち
が
っ
て
い
る
が
、
警
備
の
必
要
か
ら
で
き
る
だ
け
民
家
を
避
け

て
、
郷
士
の
居
住
地
近
く
を
通
過
し
よ
う
と
意
図
し
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
や
む
を
得
ず
近
く
を
通
る
民
家
は
柴
垣
で

囲
っ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
吉
田
郷
内
で
僅
か
七
戸
（
宮
之
浦
村

木
場
門
一
戸
、
本
城
村
花
立
二
戸
、
西
佐
多
浦
村
井
手
山
三
戸
、

他
一
戸
）
し
か
な
い
と
い
う
事
か
ら
も
こ
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ

る
。
も
し
仮
に
、
こ
の
行
列
が
一
般
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
道
筋
を
辿
る
と
す
る
な
ら
ば
、
西
佐
多
浦
村
で
は
桑
之
丸
・
鵜

木
間
で
、
本
城
村
で
は
花
立
・
荒
毛
間
で
、
宮
之
浦
村
で
は
堂
園

上
か
ら
姥
ケ
迫
の
岡
を
越
え
て
三
重
石
塔
に
至
る
道
筋
（
上
道
）

で
数
多
く
の
民
家
の
前
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

 

こ
の
斉
興
公
の
一
行
が
、
吉
田
郷
を
通
過
さ
れ
る
た
め
に
動
員

さ
れ
た
吉
田
郷
士
の
数
は
、
資
料
破
損
の
た
め
「
〆
辻
堅
メ
弐
□

□
□
」
ま
で
し
か
読
み
取
れ
な
い
が
、
資
料
か
ら
集
計
す
る
と
、

辻
堅
メ 

（
郷
士
） 

二
一
箇
所  

四
二
人 

湯
水
置
所
（
郷
士
） 

 

三
箇
所 

 

三
人 

（
町
人 
六
人
）

御
先
供 

（
郷
士
） 

 
 
 
 
 

一
八
人 

御
先
払 

（
横
目
） 

  
 
 
  

 

二
人 

組 

頭 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 

二
人 

 

合 
 
 
 
 
 

計           

六
七
人 

（
町
人 

六
人
）

と
な
る
。
〔
資
料
編
参
照
〕 

 

こ
の
数
は
、
こ
の
年
（
嘉
永
元
年
と
改
元
）
の
御
軍
賦
改
正
に

よ
る
吉
田
郷
（
西
目
七
番
御
備
）
の
半
手
（
六
一
人
）
出
役
の
人

数
と
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
文
書
は
、
弘
化
五
年
二
月
六
日
福
山
で
の
大
操
練

ご
覧
の
藩
主
斉
興
一
行
警
備
計
画
提
出
の
た
め
の
下
書
き
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
参
勤
交
替
は
七
月
ご
ろ
下
向
し
、
年
末
に
参

勤
し
て
、
正
月
に
将
軍
拝
賀
と
い
う
の
が
通
例
で
、
鹿
児
島
県
史

料
に
よ
っ
て
一
八
〇
〇
年
以
降
の
申
年
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
藩
主

が
年
初
に
鹿
児
島
在
府
と
い
う
の
は
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
戊

申
の
一
回
だ
け
し
か
な
い
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
で
、
極
め

て
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
頃
わ
が
国
の
周
辺
に
は
開
国
を
求
め
る
諸
外
国
の
来
航
が

絶
え
ず
、
薩
摩
藩
だ
け
み
て
も
、 

 

文
政
七
年
（
一
八
二
四
） 

英
国
捕
鯨
船
宝
島
上
陸 

 

天
保
七
年
（
一
八
三
七
） 

英
国
モ
リ
ソ
ン
号
山
川
沖
停
泊 

 

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
） 

英
仏
艦
那
覇
来
航 

と
続
い
て
い
る
。
幕
府
も
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
丁
未
、
沿
岸

警
備
に
つ
い
て
論
ず
。
と
あ
る
の
で
、
斉
興
は
藩
の
沿
岸
警
備
を

命
ぜ
ら
れ
て
異
例
の
下
向
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 
こ
の
文
書
の
外
に
郷
土
年
寄
山
下
新
五
衛
門
の
弘
化
四
年
十
一

月
以
降
の
「
御
光
越
被
為 

遊
候
付
自
分
日
記
」
が
あ
り
、
ま
た
、

こ
の
後
に
は

終
打
ち
合
せ
と
み
ら
れ
る
、
正
月
二
十
九
日
付
け

の
書
状
も
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
「
鹿
児
島
県
史
料
」
嘉
永



第四編 近 世 第五章 吉田の生活 

225 

 

元
年
（
弘
化
五
年
）
二
月
三
日
の
項
、
「
斉
興
公
、
日
隅
二
州
海

岸
御
巡
視
の
為
め
御
発
駕
、
蒲
生
郷
御
一
泊
、
来
た
る
六
日
福
山

原
に
於
い
て
大
操
練
御
覧
あ
る
べ
き
旨
達
せ
ら
れ
た
り
」
と
関
連

す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
か
ら
文
頭
の
「
来
申
春
」

は
、
「
き
た
る
弘
化
五
年
（
申
）
春
」
で
、
文
末
の
「
未
十
一
月

廿
四
日
」
は
、
そ
の
前
年
「
弘
化
四
年
（
未
）
十
一
月
二
十
四
日
」

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。 

   

近
世
島
津
藩
政
下
で
は
、
多
様
な
信
仰
が
み
ら
れ
た
。
吉
田
郷

で
も
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
一
、
二
の
事
例
を
取
り
上
げ

る
こ
と
と
す
る
。 

 

一
、
秋
葉
講 

 

鵜
木
や
桑
之
丸
で
、
近
世
以
来
行
わ
れ
て
い
る
。
「
御
秋
葉
大
権

現
講
日
記
」
に
は
、
次
の
様
に
あ
り
、
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

  

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
己
九
月
十
八
日 

座
元
船
脇
門
十
藏

ふ
れ 

慶
田
門
権
左
衛
門 

御
秋
葉
大
権
現
講
日
記     

 

船
脇
門
龍
右
衛
門 

吉
留
門
新
助 

 

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
己
正
月
十
八
日 

座
元
内
田
門
平

 
 

太
郎 

 
 

出
水
門
友
衛
門 

山
口
門
藤
右
衛
門 

茶
屋
門
以
右
衛
門 

 
 

原
口
清
之
烝 

大
宮
司
門
新
兵
衛 

盛
満
門
庄
太
郎 

川
原

 
 

門
十
衛
門 

内
田
門
平
太
郎 

内
村
門
平
三
郎 

川
路
門
藤

 
 

衛
門 

山
口
門
源
助 

宮
田
門
権
衛
門 

船
平
門
直
満 

増

 
 

田
門
伝
右
衛
門 

居
福
門
伝
右
衛
門 

留
水
門
仲
龍 

清
水

 
 

門
正
助 

溜
門
新
助 

宮
田
門
益
助 

右
ノ
次
十
八 

船
脇

 
 

門
龍
右
衛
門 

潮
満
門
藤
右
衛
門 

茶
屋
門
源
右
衛
門 

〆
人
数 

廿
七
人 

  

こ
の
講
は
「
あ
っ
か
さ
あ
ま
つ
り
」
と
か
「
お
ひ
ま
ち
」
と
い
っ

た
。 

 

講
日
に
は
一
升
の
米
で
ダ
ン
ゴ
三
百
六
十
五
個
を
造
り
、
火
の

不
始
末
で
火
災
を
起
こ
し
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
家
と
か
、
後
世
火
災

で
家
を
焼
い
た
家
へ
こ
の
ダ
ン
ゴ
を
持
参
し
て
、
火
災
を
出
さ
ぬ

こ
と
を
祈
っ
た
と
い
う
。 

 
二
、
庚
申
講 

 

宇
都
谷
バ
ス
停
留
所
本
城
口
か
ら
百
㍍
ほ
ど
本
城
へ
向
か
う
道

わ
き
に
「
ア
ミ
ダ
堂
」
と
い
わ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
次
の
碑
文

の
あ
る
石
碑
が
あ
る
。 

第
三
節 
宗 
教 
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「
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
三
十
三
人
衆
敬
白 

奉
供
養 

庚
申

待
」
（
以
下
不
明
） 

 
こ
れ
か
ら
、
寛
文
の
こ
ろ
に
は
庚
申
待
ち
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
石
碑
の
近
く
の
岩
崎
商
店
背
後
の
岡
に
、
高

さ
三
㍍
ぐ
ら
い
の
立
派
な
石
碑
が
立
っ
て
い
る
。
碑
の
上
部
に
は

梵
字
が
彫
ら
れ
、
付
近
の
古
老
は
「
カ
ノ
エ
サ
ル
」
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
の
碑
に
は
田
地
が
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
を
青
年
団
の
人
が

耕
作
を
し
、
そ
の
米
で
祭
り
（
講
か
）
や
六
月
燈
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
庚
申
信
仰
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
講
で
あ
っ
た
。 

 

三
、
隠
れ
念
仏 

 

近
世
島
津
藩
で
は
、
浄
土
真
宗
を
禁
止
し
て
い
た
が
、
藩
内
各

地
で
、
役
人
の
監
視
を
逃
れ
て
、
夜
間
窟
内
の
集
会
場
（
ガ
マ
と

い
う
）
等
を
使
用
し
、
法
会
を
行
っ
て
い
た
。 

 

吉
田
郷
内
に
も
、
本
名
の
都
迫
・
谷
上
・
石
下
谷
、
宮
之
浦
の

吉
水
・
宮
西
、
本
城
の
宇
都
谷
等
に
洞
穴
が
あ
り
、
隠
れ
念
仏
は

盛
ん
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。 

 

集
会
の
際
に
は
、
村
の
要
所
に
二
才
を
番
人
と
し
て
藩
の
役
人

を
見
は
ら
せ
万
一
の
場
合
に
そ
な
え
た
。
不
幸
に
し
て
発
覚
し
た

り
、
捕
ら
え
ら
れ
た
り
し
た
者
は
非
常
に
苛
酷
な
罪
科
が
加
え
ら

れ
死
に
至
る
よ
う
な
者
も
い
た
。
幕
末
こ
の
よ
う
な
責
め
を
う
け

た
人
の
中
に
谷
口
甚
吉
、
山
内
武
兵
衛
、
永
野
休
次
郎
の
名
が
見

え
て
い
る
。
な
お
、
島
津
藩
で
は
、
特
に
浄
土
真
宗
禁
止
の
役
割

を
持
っ
た
宗
門
手
札
改
を
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
か
ら
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
ま
で
三
十
二
回
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
い
る
。


